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1. 事業計画の概要 
1.1 事業者の氏名及び所在地 

名 称：東京電力パワーグリッド株式会社 

代表者：代表取締役社長 金子 禎則 

住 所：東京都千代田区内幸町 1丁目 1番 3号 
 

1.2 事業の名称等 
名 称：東清水線新設工事事業（以下，「東清水線」という。） 

種 類：第二分類事業 電気工作物の設置（送電線路の設置）の工事の事業 

規 模：電圧 275kV 
 

1.3 事業の目的及び内容 
 (1) 経 緯 

2011 年 3月の東日本大震災における大規模電源の被災による東日本における供給力不足に対し，西日本
の供給余力を十分確認できなかったこと等により，計画停電実施や電力使用制限令の発令など国民生活に
大きな影響を与えた。 
このような状況を踏まえ，東京中部間連系設備（以下「ＦＣ」という。）増強について社会的要請が高ま

り，国の総合資源エネルギー調査会総合部会電力システム改革専門委員会の下に設置された「地域間連系
線等の強化に関するマスタープラン研究会」において，影響の大きい大規模電源が広域的に停止するリス
クへの対応として，ＦＣについては，「2020 年度を目標に 120 万 kW から 210 万 kW 化（90万 kW 増強）」，「政
策的な観点から，それ以降，できるだけ早期に 300 万 kW まで増強（更に 90万 kW 増強）」することを目標
にすべきと結論づけられた。 
これを受け，長野方面において 210 万 kW 化（90万 kW 増強）について，現在，東京電力パワーグリッド

株式会社，中部電力株式会社により，増強工事が進められているところである。 
また，平成 27年 4月に開催された国の 

総合資源エネルギー調査会基本政策分科会 
電力需給検証小委員会において，210 万 kW 
から更なる増強（300 万 kW）の必要性につ 
いて改めて確認されたことにより，平成 27 
年 4月に同小委員会より，電力広域的運営 
推進機関に対して，技術検証の要請がなさ 
れた。 
これを受け，同機関はＦＣ300 万 kW（90 

万 kW）の増強について約 1年の検討を経て， 
平成 28年 6月 29日に「東京中部間連系設 
備に係る広域系統整備計画」を策定した。 

(2) 目 的 
既に計画が決定されているＦＣ210 万 kW までの増強では，発災後 1 ヶ月程度の間は，被災地域において

供給力不足のため計画停電などの需要側対策を実施することを前提としており，被災直後の供給力不足リス
クに対応するためには，ＦＣ300 万 kW までの増強が必要となる。 
今回，「東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画」において，ＦＣ300 万 kW までの増強計画が策定さ

れたことから，東京電力パワーグリッド株式会社が事業主体となる東清水線を 2027 年度末までに建設する
ものである。 

 
 

 
 

  
電力系統図（事業完了後） 

対象事業：東清水線 

154kV 富士川線 
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1.4 対象事業実施区域 

【対象事業実施区域（全域）】 【対象事業実施区域（山梨県）】 

 
 

1.5 事業の内容 

【事業計画】 

名 称 東清水線新設工事事業 

区 間 

自）東京電力パワーグリッド(株) 

  154kV 富士川線 

（静岡県静岡市清水区） 

至）電源開発(株) 

  275kV 佐久間東西幹線 

（山梨県南巨摩郡南部町） 

電 圧 275kV 

回線数 2回線 

地 線 アルミ覆鋼より線 260mm2 2 条 

電 線 
アルミ覆鋼心耐熱アルミ合金より

線 610mm2 2 導体 

線 幅 約 12～14m 

送電線の亘長 
約 13 ㎞ 

（山梨県側：約 4km） 

鉄塔平均高さ 約 60～80m 

鉄塔基数 
22 基 

（山梨県側：8基） 

経過市町村 
山梨県南巨摩郡南部町 

静岡県静岡市清水区 
 

【鉄塔形状図】 

 
 
 

 

2 



3 

 

1.6 工事の概要 

【工事の手順と工事内容】 

手 順 内 容 

①仮設備工事 
↓ 

②資機材の運搬 
↓ 

③基礎工事 
↓ 

④鉄塔組立工事 
↓ 

⑤架線工事 
↓ 

⑥仮設備撤去工事 
↓ 

⑦緑化工事 

伐採，資機材運搬設備の設置，工事用地の区画等 
 
工事に使用する資機材の運搬(産業廃棄物，残土処理含む) 
 
杭打ち(杭形式の基礎)，掘削，残土処理，配筋，型枠，コンクリート打設， 
埋め戻し等 
重機(クレーン等)による鉄塔の組立等 
 
ヘリコプター等によるロープ延線，電線，地線延線，がいし取付等 
 
工事に使用した機材の撤去等 
 
工事用地の植生，植樹等 
 

注）工事の時間帯は 8時～17時頃とし，夜間の工事は行わない。 
 
【予定工事工程】 

工事区分 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 

仮設備工事 

基礎工事 

鉄塔組立工事 

架線工事 

その他工事 

          

 
【工事の概要】 

 
 
 

  

3 

送電線路の完成例 
山岳地の深礎基礎の構造 
（深さ 10～20ｍ程度） 
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2. 地域特性 

2.1 地域の自然的状況 
 

項 目 地域特性 

大気環境 気象の状況 南部地域気象観測所における平成 22年から令和元年の観測によると，

平均風速は1.6m/s，最大風速は南東向きで14.2m/s，平均気温は15.3℃，

平均最高気温は 21.0℃，平均最低気温は 10.9℃，平均月間降水量は

267.5mm である。 

大気汚

染の状

況 

浮遊粒子状物質 南部一般環境大気測定局における平成27年度から令和元年度の浮遊粒

子状物質の測定結果は，全ての年度で環境基準に適合していた。 

二酸化窒素 南部一般環境大気測定局における平成27年度から令和元年度の二酸化

窒素の測定結果は，全ての年度で環境基準に適合していた。 

光化学オキシダ

ント 

南部一般環境大気測定局における平成27年度から令和元年度の光化学

オキシダントの測定結果は，全ての年度で環境基準に不適合であった。 

ダイオキシン類 蒲原一般環境大気測定局（静岡県内）における平成 27年度から令和元

年度の大気におけるダイオキシン類の測定結果並びに吉田一般環境大

気測定局（山梨県内）における平成 27年度から令和元年度の大気にお

けるダイオキシン類の測定結果は，全ての年度で環境基準に適合して

いた。 

苦情の発生状況 平成 30年度の大気汚染に係る苦情は，山梨県全体で 135 件となってい

る。 

悪 臭 悪臭の状況 調査地域及びその周辺において，悪臭の調査に関する記録はない。 

苦情の発生状況 平成 30年度の悪臭に係る苦情は，山梨県全体で 98件となっている。 

騒音・振動 騒音，振動の状況 調査地域及びその周辺において，騒音，振動の調査に関する記録はな

い。 

苦情の発生状況 平成 30 年度の騒音，振動に係る苦情は，山梨県全体で騒音が 98 件，

振動が 4件となっている。 

水質汚濁 水象の状況 富士川水系の支川である福士川，石合川，長瀞沢，南又川が分布し，

対象事業実施区域はこのうち福士川と長瀞沢を横断する。 

水質の

状況 

河川水質 平成 30 年度の富士川（南部橋：基準類型 A，生物 B）における水質測

定結果は，pH，SS，大腸菌群数の一部を除き，環境基準値に適合して

いた。また，ダイオキシン類の測定結果は，環境基準に適合していた。 

苦情の発生状況 平成 30 年度の水質汚濁に係る苦情は，山梨県全体で 80 件となってい

る。 

地下水の状況 平成 30年度の調査地域最寄りの 1地点の井戸における調査結果は，硝

酸性窒素及び亜硝酸性窒素の項目で環境基準に適合していた。 

水底の底質の状況 平成 28年度の富士川（南部橋）における底質のダイオキシン類の測定

結果は，環境基準に適合していた。 

土 壌 土壌の状況 褐色森林土壌（富沢 3統，岳辺田統），乾性褐色森林土壌（富沢 2統），

湿性褐色森林土壌（富沢 4統）等が分布している。 

土壌汚染の状況 調査地域及び周辺において，土壌汚染に関する記録はない。 

苦情の発生状況 平成 30年度の土壌汚染に係る苦情は，山梨県全体で 0件であった。 

地盤沈下 地盤沈下の状況 調査地域に地盤沈下の対策として行われている一級水準測量調査及び

地下水位観測の調査地点はない。 

苦情の発生状況 平成 30年度の地盤沈下に係る苦情は，山梨県全体で 0件であった。 

地形及び

地質 

地形の

状況 

地形の状況 40°以下の山地斜面が広く分布し，一部に地すべり性崩落崖および崩

落物質堆積面が存在する。また，福士川沿いの低地は，相対的に連続

性の良い，まとまった谷底平野となっている。 

特筆すべき地形

の状況 

調査地域に特筆すべき地形は認められなかった。 

地質の

状況 

地質の状況 洪積世の礫岩・砂岩及び新第三紀の玄武岩質熔岩・同質火山砕屑岩が

広く分布する。 

特筆すべき地質

の状況 

 

調査地域に特筆すべき地質は認められなかった。 
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項 目 地域特性 

動植物 

・生態系 

植物の

状況 

植物種 139 科 746 種の植物が確認されている。暖帯の山地に生育する種が多い

が，ブナやオオイタヤメイゲツ等の温帯の山地に生育する種も確認さ

れている。 

植 生 スギ・ヒノキ・サワラ植林の面積が最も多く，対象事業実施区域にお

いても最も多くの面積を占める。その他の植生では，クリ－コナラ群

集やクヌギ－コナラ群集，アカマツ植林がややまとまった面積でみら

れ，シキミ－モミ群集やイロハモミジ－ケヤキ群集等が点在する。河

川周辺にはツルヨシ群集が連続性をもって分布する。 

植生自然度 植生自然度 6 の植林地の面積が最も多く，対象事業実施区域において

も最も多くの面積を占める。植生自然度 7 の二次林もまとまった面積

でみられ，植生自然度 9の自然林や 10の自然草原は，主に河川沿いに

連続性をもって分布する。 

天然記念物 

（植物） 

1件の天然記念物（植物）が存在する。 

自然記念物 

（植物） 

2件の自然記念物（植物）が存在する。 

特定植物群落 3件の特定植物群落が存在する。 

巨樹・巨木林 1件の巨樹・巨木林が存在する。 

 動物の

状況 

哺乳類 7目 14科 21 種の哺乳類が確認されており，本州の山地に生息する多く

の哺乳類が確認されている。 

鳥 類 15 目 39 科 95 種の鳥類が確認されており，山地に生息するヤマドリや

タカ類，水辺に生息するサギ類やシギ類，夏鳥として渡来するオオル

リやカッコウ類，冬鳥として渡来するアトリやカシラダカ等が確認さ

れている。また，予備調査によりクマタカ及びハヤブサの繁殖可能性

が高いことが確認された。 

爬虫類 1目 4科 8種の爬虫類が確認されており，いずれも本州に普通に生息す

る種であった。 

両生類 2目 6科 12種の両生類が確認されており，サンショウウオ類を代表に，

山地性の両生類が特徴的に確認されている。 

昆虫類 10 目 51 科 216 種の昆虫類が確認されており，特筆すべきはチョウ類の

種数が多いことであった。 

魚 類 7 目 11 科 22 種の魚類が確認されており，アブラハヤ，イワナ類，カジ

カ等，河川の中流域から上流域にかけて生息する種が中心であった。 

天然記念物及び 

自然記念物(動物) 

調査地域には天然記念物及び自然記念物（動物）は分布していない。 

生態系の状況 調査地域は山梨県の最南端に位置し，静岡県に接する地域である。垂

直的には，100m 余りの低地から 1,000m を越える稜線付近までであり，

起伏のある山地斜面で多くが占められるほか，河川沿いには，谷底平

野としての低地がみられる。静岡県からの暖地性植物の北上により，

植物帯の区分では暖帯に属する地域となるが，県境の標高の高い地域

では温帯となる。植生はスギ・ヒノキ・サワラ植林の面積が最も多く，

イロハモミジ－ケヤキ群集等の自然林やクリ－コナラ群集等の二次林

が点在する。河川周辺には住宅地や農地等の土地利用がみられるが，

ツルヨシ群集等の自然度の高い植生も分布する。これらの環境を反映

し，山地の樹林環境の生態系が典型的に現れている地域と考えられ，

食物連鎖の観点からの上位種としては，哺乳類のキツネ，テン，ツキ

ノワグマ，鳥類のクマタカ，ハヤブサ等が挙げられる。 

景観・人と

自然との

触れ合い

の場 

景観資源及び視点場の状況 調査地域には 6 件の景観資源が存在し，21 件の主要な視点場が存在す

る。 

人と自然との触れ合い活動

の場の状況 

調査地域には 15件の人と自然との触れ合い活動の場が存在する。自然

歩道や公園，山岳，キャンプ場があるほか，釣り等の遊漁ができる福

士川，石合川，長瀞沢，南又川がある。 

一般環境中の放射性物質 南部一般環境大気測定局における空間放射線量率の測定結果は，0.035

～0.086μSv/h である。 
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2.2 地域の社会的状況 

項 目 地域特性 

人 口 人口の状況 平成 28年から令和 2年の南部町の人口は減少傾向にあり，山梨県全体

でも人口は減少傾向にある。世帯数は，南部町は減少傾向にあるが，

山梨県全体では増加傾向にある。また，平成 26 年から平成 30 年の南

部町における人口動態は，自然動態，社会動態とも減少傾向にある。 

産 業 産業の状況 南部町の産業別就業者数は，第 3 次産業の就業者数の割合が高く，過

去 15年の傾向でみると，第 2次産業の就業者数の割合が低下している

ほか，全体の就業者数についても減少傾向にある。 

土地利用 土地利用の状況 南部町では，総面積 200.87km2のうち森林の面積が 87.4％とほとんど

を占め，次いでその他が 9.2％，農用地が 2.2％，宅地が 1.2％となっ

ている。 

土地利用計画 調査地域の土地利用計画は，農業地域，農用地区域，森林地域，地域

森林計画対象民有林及び保安林からなっている。 

水利用 内水面漁業の状況 調査地域の河川における漁業権漁業は，富士川漁業協同組合（内共第 4

号）であり，魚種はうなぎ，あゆ等である。 

水道の普及状況 南部町における水道事業は，集落が分散する地域特性から，簡易水道

と小規模水道により実施されており，普及率は 97.6％である。 

地下水の利用の状況 南部町における平成 30年度の年間取水量は 1,658,906ｍ3であり，水源

別では深井戸が最も多く 32.8％を占め，地下水だけで年間取水量の

76.9％を占めている。 

下水道等の整備の状況 南部町は公共下水道に代わる合併処理浄化槽を設置しており，その普

及率は平成 25年度末で 40.4％である。 

交 通 道路の状況 調査地域周辺の主要な道路は，山梨県道 801 号高瀬福士線，山梨県道

802 号大向福士線，一般国道 52号であり，その交通量（24時間）は，

山梨県道 801 号高瀬福士線が 2,214 台，山梨県道 802 号大向福士線が

110 台，一般国道 52号が 8,555 台となっている。 

また，南部町営バスが運行されている。 

鉄道の状況 調査地域に鉄道の運行はない。 

公共施設 学校，病院等の配置の状況 調査地域に，学校，病院，社会福祉施設等の環境の保全について，配

慮が特に必要な施設は存在しない。 

観光・レクリエーション 調査地域が位置する峡南地域における平成 25 年から平成 29 年の観光

客の状況は，平成 26年に一度減少したものの，おおむね増加傾向にあ

る。また，観光資源として，自然，歴史，お祭り，レジャー施設，温

泉，ハイキングコース等が挙げられる。 

史跡文化財 調査地域には史跡文化財（天然記念物除く）は分布していない。 

関係法令 大気質 環境基準 大気の汚染に係る環境基準が定められている。 

規制基準 対象事業は送電線路の設置であり，ばい煙発生施設等の設置はないた

め，規制基準は適用されない。 

山梨県生活環

境の保全に関

する条例 

対象事業は送電線路の設置であり，指定工場等に該当しないため，規

制基準は適用されない。 

悪 臭 規制基準 悪臭防止法の規制対象は工場・事業場であり，対象事業は送電線路の

設置であるため，規制基準は適用されない。 

騒 音 環境基準 騒音に係る環境基準が定められている。なお，南部町は環境基準の地

域類型の指定を受けていない地域である。 

規制基準 特定建設作業に伴って発生する騒音について，規制基準が定められて

いる。なお，対象事業は送電線路の設置であるため，特定工場等にお

いて発生する騒音の規制基準については，適用されない。 

道路交通騒音の限度が定められている。なお，調査地域は指定区域外

である。 

山梨県生活環

境の保全に関

する条例 

特定建設作業に係る規制基準が定められている。なお，対象事業は送

電線路の設置であるため，指定工場等に係る騒音の規制基準について

は，適用されない。 
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項 目 地域特性 

関係法令 振 動 規制基準 特定建設作業に伴って発生する振動について，規制基準が定められて

いる。なお，対象事業は送電線路の設置であるため，特定工場等にお

いて発生する振動の規制基準については，適用されない。 

道路交通振動の限度が定められている。なお，調査地域は指定区域外

である。 

水 質 環境基準 水質の汚濁に係る環境基準が定められている。対象事業実施区域近傍

の富士川の類型指定は A類型である。 

排水基準 水質汚濁防止法で規定する特定施設を設置しないため，排水基準は適

用されない。 

山梨県生活環

境の保全に関

する条例 

山梨県生活環境の保全に関する条例で規定する特定施設を設置しない

ため，排水基準は適用されない。 

底 質 環境基準 ダイオキシン類による水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）に係る

環境基準が定められている。 

地下水 環境基準 地下水の水質汚濁に係る環境基準が定められている。 

土 壌 環境基準 土壌の汚染に係る環境基準が定められている。 

規制基準 南部町において土壌汚染対策法に基づく要措置区域及び形質変更時要

届出区域はなく，農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に基づく農

用地土壌汚染対策地域はない。 

 景 観 山梨県景観条

例 

現在，山梨県景観条例に基づく景観形成地域の指定はない。また，大

規模行為景観形成基準が定められており，大規模行為をするにあたり

届出を必要とする。 

市町村景観計

画 

南部町では景観計画策定等に現在取り組んでいる状況である。 

自然関連

法令等 

防災上の地域

指定の状況 

・土砂災害警戒区域として 17件の指定がある。 

・調査地域は砂防指定地に指定されていない。 

・調査地域は地すべり防止区域に指定されていない。 

自然関連法令

等による指定

状況 

・調査地域は自然環境保全法による自然環境保全地域に指定されてい

ない。 

・調査地域は自然公園法による自然公園に指定されていない。 

・調査地域は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律による鳥獣保

護区に指定されていない。 

・調査地域は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律

による生息地等保護区に指定されていない。 

・調査地域は特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条

約による条約湿地に指定されていない。 

その他 ・調査地域のほとんどは地域森林計画対象民有林で占められ，一部に

保安林が指定されている。なお，調査地域に国有林は指定されてい

ない。 

・調査地域は都市計画法に基づく風致地区に指定されていない。 

・調査地域は都市緑地法に基づく特別緑地保全地区に指定されていな

い。 

その他の

事項 

第 2次山梨県環境基本計画 本計画は山梨県環境基本条例に基づき，環境の保全及び創造に関する

施策の方向等を明らかにするとともに，施策を総合的，計画的に推進

するために策定されている。 

山梨県地球温暖化対策実

行計画 

本計画は温室効果ガスの排出の抑制等を総合的かつ計画的に進めるた

めに，山梨県としての温室効果ガス削減目標を定めるとともに，県民・

事業者・行政等がそれぞれの役割に応じ，連携を図りながら取り組み

を行い，地球温暖化を防止することを目的としている。 

やまなしエネルギービジ

ョン 

本ビジョンはエネルギー需給に関する課題を解決することにより，山

梨県が直面している人口減少問題，景気の低迷や社会経済情勢などの

影響による事業所数の減少等の課題にも対応するため，2030 年を目途

に山梨県のエネルギー政策の方向性や目標を示すために策定されてい

る。 
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3. 方法書に対する意見及び事業者の見解 

3.1 方法書についての意見 
方法書について住民等からの意見の提出はなかった。 

 

3.2 知事意見に対する事業者の見解 

【全般的事項】 

知事意見 事業者の回答 

(1) 複数案の検討 

環境保全措置の検討にあたっては，環境に与える影響

について，回避，最小化，代償の順で複数案による比

較検討を行い，検討の経緯及び結果を準備書に記載す

ること。 

 

・環境保全措置及びルートゾーンの検討にあたっては，

環境に与える影響について，回避，最小化，代償の

順で複数案による比較検討を行い，検討の経緯及び

結果を準備書に記載しました。 

(2) 事業計画の適切な図示 

鉄塔位置，工事用道路などの一時施設，保安伐採（送

電線との離隔距離を保つために行われる樹木の伐採）

箇所等を，適切な縮尺の図面により，準備書に示すこ

と。また，これらの計画が明らかになった段階で，あ

らかじめ県に情報提供すること。 

 

・工事計画全体図（縮尺 25,000 分の 1），工事計画詳細

図（縮尺 5,000 分の 1）として準備書に示しました。 

・工事計画について，2020 年 4月に県へ情報提供しま

した。 

 

(3) 環境影響評価項目の追加選定 

調査結果や事業計画の検討過程で，新たな環境影響が

懸念される場合は，必要な環境影響評価項目を追加で

選定し，影響評価を行い，準備書に記載すること。 

 

・環境影響評価の結果や事業計画の検討の中で，新た

な環境影響は生じなかったため，評価項目は追加し

ておりません。 

(4) 保安伐採に係る影響評価 

保安伐採によって変化した環境の影響は，供用後にも

及ぶことから，供用後の影響について，関係する環境

影響評価項目を追加すること。 

 

・鉄塔高を高くすることで，供用後の保安伐採は基本

的に行わない計画としているため，評価項目は追加

しておりません。 

(5) ルートゾーン選定の経緯 

Ａルートゾーンを選定した経緯について，動植物に関

する項目も含め，Ｂルートゾーンとの比較検討結果を

整理し，準備書に記載すること。 

・以下の項目について比較検討し，環境に及ぼす影響

緩和の観点からＡルートゾーンを選定した結果を準

備書に記載しました。 

・亘長，人の生活環境，富士山景観，植生自然度，天

然記念物等，希少猛禽類，土砂災害警戒区域，地す

べり地形，活断層 

 

(6) 専門家の助言 

調査，予測，評価手法の選定及び環境保全措置の検討

にあたり，専門家の助言等を受けた場合は，専門分野，

助言の内容，検討の経緯及び結果を準備書に記載する

こと。 

 

・専門家の助言を受けなかったため，記載しておりま

せん。 

(7) 審議会に提示した資料等の取り扱い 

事業者が，山梨県環境影響評価等技術審議会において

説明した内容や提出した資料等については，内容を整

理して，準備書に記載すること。 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

・山梨県環境影響評価等技術審議会において説明した

資料を準備書に記載しました。 
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【個別事項】 

知事意見 事業者の回答 

(1) 動植物生態系 

1) 地域特性を考慮した調査等の実施 

本事業を実施する地域は，周辺を多くの自然に囲まれ，

希少動植物が生息又は生育している可能性が高い地域

であることから，動植物に対する調査や環境保全措置

の検討にあたっては，こうした地域特性を考慮し，専

門家に意見を聴取しながら，丁寧かつ慎重に行うこと。 

 

・調査や環境保全措置等の検討にあたっては，山梨県

側，静岡県側ともに専門知識（生物分類技能検定 1

～2級の有資格者）を有する同じ調査会社による体制

とし，丁寧かつ慎重に行いました。 

2) 動植物リストの再整理 

方法書に記載された動植物リストは，出典元のデータ

が古く，希少動植物の一部がリストに記載されていな

いなど，不十分であることから，最新のデータに基づ

き整理し直し，準備書に記載すること。 

 

・植物 2文献，動物 4文献を追加して動植物リストを

整理し直し，準備書に記載しました。 

 

3) 動植物の生態を考慮した調査の実施 

動植物の調査にあたっては，調査対象の生態を十分に

把握した上で，調査時期や回数などを再度検討するこ

と。 

・下記の時期に調査を追加しました。 

植物相：早春，初夏を追加し，合計 5回 

植生：春季を追加し，合計 3回 

哺乳類：早春を追加し，合計 5回 

鳥類：早春を追加し，合計 5回 

爬虫類・両生類：早春を追加し，合計 4回 

昆虫類：早春，初夏，晩夏を追加し，合計 6回 

・下記の調査対象を追加しました。 

希少両生類：春季，夏季の 2回 

魚類：秋季，春季，夏季の 3回 

底生動物：冬季，春季，夏季の 3回 

 

4) 希少動植物に係る追加調査の実施 

希少動植物には，局所的に分布する種，生息環境が極

めて限られる種，生態が不明で生育状況の確認が困難

な種等があることから，事業実施にあたっては，工事

着手前までに必要に応じて改変箇所周辺の追加調査を

実施するなど，十分留意すること。 

 

・詳しい生態が明らかとなっていない希少両生類を調

査対象に追加し，実施しました。 

・希少両生類に関する環境保全措置として，工事着手

前までに追加調査を行うことを記載しました。 

5) 改変の回避及び最小化 

鉄塔の建設，保安伐採などの土地の改変は，希少動植

物の生息又は生育環境に重大な影響を及ぼすおそれが

あることから，土地の改変にあたっては，調査結果を

踏まえ，動植物の生態に配慮し，希少動植物が生息又

は生育する可能性がある場所を回避する方法を検討す

ること。また，土地の改変範囲は最小化すること。 
 

・一部の保全すべき植物種に関する環境保全措置とし

て，工事による影響を回避することを記載しました。 

・複数案の工事計画について，保全すべき植物種の生

育状況の観点を加えて選定しました。 

・保全すべき動物及び地域を特徴づける指標種の重要

な生息域に関する環境保全措置として，繁殖期前半

（1～5月）をできる限り避けて伐採作業を行うこと

（クマタカ），繁殖期の期間（3～6月）ほぼ全面的に

施工を制限すること（ハヤブサ）を記載しました。 

・索道基地や残土処理場等に既存の造成地を設定する

ことで，改変面積の最小化を図りました。 

 

(2) 猛禽類 

1) 猛禽類に対する影響検討 

周辺に生息する猛禽類の営巣地，行動圏及び飛翔高度

を把握し，行動圏における土地利用の変化，主に餌と

なっている動物種の生息環境の変化，送電線との位置

関係を踏まえ，事業が猛禽類に与える影響を明らかに

した上，環境保全措置を検討すること。またその検討

の経緯及び結果を準備書に記載すること。 
 

・猛禽類に対する影響検討にあたっては，営巣地・営

巣中心域・高利用域・繁殖期に妨害すべきでない範

囲と対象事業実施区域との重なり，対象事業実施区

域の飛翔状況，対象事業実施区域を飛翔通過した際

の飛翔高度，工事中のヘリコプター使用頻度及び使

用方法，供用後のヘリコプター巡視の使用頻度及び

使用方法を踏まえ，事業が猛禽類に与える影響を明

らかにした上で環境保全措置の検討を行い，その経

緯及び結果を準備書に記載しました。 
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2) 近隣事業者との情報共有 

事業実施区域周辺では，中部横断自動車道建設事業や

別の送電線路建設事業が工事中又は計画されているこ

とから，猛禽類の調査データや環境保全措置の内容，

効果について，近隣事業者と可能な限り情報共有し，

効果的な環境保全措置を検討すること。 

・関連事業者（電源開発株式会社：佐久間東西幹線他

増強工事計画に係る環境影響評価）と情報共有し，

効果的な環境保全措置の検討を行いました。 

・中部横断自動車道建設事業者（中日本高速道路株式

会社）からは情報提供を受けられませんでした。 

・静岡県環境部環境局へ方法書の内容及び方法書に対

する知事意見等を説明しました。その結果，意見の

提出はありませんでした。 

 

3) ヘリコプターによる影響検討 

工事中及び供用後のヘリコプターの使用頻度や使用方

法等を明らかにした上で，周辺に生息している猛禽類

への影響を把握するとともに，環境保全措置を検討し，

準備書に記載すること。 

 

・工事中及び供用後のヘリコプターの使用頻度や使用

方法を準備書に記載しました。 

・工事中及び供用後のヘリコプターによる猛禽類への

影響を明らかにした上で環境保全措置の検討を行

い，準備書に記載しました。 

(3) 水生生物 

1) 水生生物への影響検討 

土地の改変（保安伐採を含む）範囲に，土砂流出のお

それがある箇所が含まれる場合は，水生生物への影響

が懸念されることから，水質，水生生物について調査

を実施し，影響評価を行うこと。 

 

・水生生物を環境影響評価項目として追加しました。 

・水生生物について調査を実施し，影響評価を行いま

した。 

・水質については，水生生物の調査時に測定を行いま

した。 

(4) 景観 

1) 景観に係る複数案の検討 

環境保全措置の検討にあたっては，鉄塔の位置，高さ，

色彩等について，複数案の比較検討を行い，その経緯

及び結果を準備書に記載すること。また，フォトモン

タージュの作成にあたっては，保安伐採を含む土地の

改変状況を反映すること。 
 

・景観の環境保全措置は，主要な眺望地点からの眺望

景観の変化が，わずかあるいは極めて小さいと予測

されたことから，標準的な環境保全措置を基本とし

ましたが，一部の鉄塔については占める割合が大き

くないものの全体が視認されるため，色彩に関する

環境保全措置について比較検討を行い，その経緯及

び結果を記載しました。 

・供用後の保安伐採は基本的に行わない計画としてい

るため，作成したフォトモンタージュに保安伐採は

ありません。 

 

2) 日常景観への影響の把握 

日常景観への影響を把握するため，鉄塔及び送電線の

可視領域（視認可能な範囲）を地図上に示すとともに，

必要に応じて既存道路や集落などに視点場を追加して

影響検討を行い，準備書に記載すること。 

 

・鉄塔及び送電線の可視領域を準備書に記載しました。 

・必要な視点場は網羅されており，追加は行っており

ません。 

(5) 発生土 

1) 発生土の処理方法等の記載 

方法書に記載している改変面積や発生土量等について

は，事業計画が決定した段階で最新の数値に置き換え，

発生土の詳細な処理方法や運搬計画を取りまとめ，準

備書に記載すること。 

 

・改変面積と土量，基礎の掘削に伴う残土量について

記載しました。 

・掘削土の処理方法について記載しました。 

2) 発生土置き場の影響評価 

発生土置き場を設置する場合には，事業計画（位置，

規模，施設内容等）を準備書に記載し，影響評価を行

うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

・残土処理場の事業計画（位置，規模，施設内容）を

記載しました。 

・残土処理場は全て既存の造成地又は他の工事用地と

の兼用とし，環境への影響をできる限り緩和しまし

た。 
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4. 環境影響要因の把握 

区分 環境影響要因 

工事による影響 ・建設機械の稼働及び工事用車両の走行により，大気汚染物質が発生する。 

・建設機械の稼働及び工事用車両の走行により，騒音，低周波音，振動が発生する。 

・工事敷地から周辺河川への雨水の流入により，水質汚濁が発生する。 

・樹木の伐採，土地の改変により，陸上植物へ影響を与えるおそれがある。 

・樹木の伐採，土地の改変，建設機械の稼働及び工事用車両の走行により，陸上動物，

生態系へ影響を与えるおそれがある。 

・工事敷地から周辺河川への雨水の流入により，水質汚濁が発生し，水生生物の生息

環境へ影響を与えるおそれがある。 

・樹木の伐採，土地の改変により，景観・風景が変化する。 

・工事車両の走行により，人と自然との触れ合いの活動の場の利用者に影響を与える

おそれがある。 

・基礎の掘削により，残土が発生する。 

・建設機械の稼働及び工事車両の走行により，温室効果ガスが発生する。 

存在・供用による影響 ・送電線路の存在により，景観・風景が変化する。 

 

5. 環境影響評価の項目 

 

 

 

環境影響要因の区分  

 

 

 

環境影響評価項目の区分 

工事による影響 

存在・供用

による 

影響 

樹
木
の
伐
採 

土
地
の
改
変 

基
礎
の
掘
削 

建
設
機
械
の
稼
働 

工
事
用
車
両
の
走
行 

送
電
線
路
の
存
在 

送
電
線
路
の
稼
働 

環境の自然的構成

要素の良好な状態

の保持 

大気汚染 大気質    △ △   

悪 臭 悪 臭        

騒 音 騒 音    △ △   

低周波音 低周波音    △ △   

振 動 振 動    △ △   

水質汚濁 水質・地下水の水質・水底の底質  △ △     

水 象 水 象        

地盤沈下 地盤沈下        

土壌汚染 土壌汚染        

地形・地質 地形・地質        

日照阻害 日照阻害        

生物の多様性の確

保及び自然環境の

体系的保全 

植物・動物 陸上植物 ○ ○      

陸上動物 ○ ○  ○ ○   

水生生物  ○※ ○※     

生態系 生態系の要素及び機能 ○ ○  ○ ○   

人と自然との豊か

な触れ合いの確保 

景観・風景 △※ △※    ○  

人と自然との触れ合いの活動の場     △※   

環境への負荷の量

の低減 

廃棄物・発生土   △     

大気汚染物質・水質汚濁物質        

温室効果ガス等    △※ △※   

一般環境中の放射

性物質 

放射線の量 
       

【項目選定結果の表示】 

○ ：環境影響評価を標準的に行う項目    △ ：一般的な環境保全対策で対応する項目 

無印：環境影響評価を行わない項目     （※印は，方法書に対する意見を受けて追加した項目を示す。） 
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6. 環境影響評価の結果 

6.1 陸上植物 
 

項 目 内 容 

環境影響要因 ・工事による影響（樹木の伐採，土地の改変） 

調査結果 植物相の状

況 

・142 科 890 種の陸上植物が確認された。 

植生の状況 ・自然植生 2単位，代償植生 2単位，植林・耕作地 4単位の植物群落が確認された。 

【参照資料】＜植生区分及び割合＞及び＜現存植生図＞参照 

保全すべき

植物種 

・確認された陸上植物のうち，79種が保全すべき植物の選定基準に該当した。 

保全すべき

植物群落 

・調査地域には，3群落の保全すべき植物群落（自然記念物及び特定植物群落）が

分布していた。 

予測結果 保全すべき

植物種 

・保全すべき植物種 23種のうち，対象事業実施区域内に生育する個体は，個体が消

失することから，生育状況に変化が生じると予測される。 

・保全すべき植物種 18種のうち，対象事業実施区域の近傍に生育する個体は，個体

は消失しないが，工事作業により生育状況に変化が生じる可能性があると予測さ

れる。 

保全すべき

植物群落 

・自然記念物及び特定植物群落の指定範囲は対象事業実施区域外であり，生育状況

に変化は生じないと予測される。 

環境保全措置 ○回避 

・対象事業実施区域内に生育する保全すべき植物種のうち，工事用地の使用状況を

検討し，生育環境を改変しないことが可能な個体について，影響を回避する。 

・回避にあたっては，工事により生育状況に変化が生じないようマーキングを設置

する。 

○代償 

・対象事業実施区域内に生育する保全すべき植物種のうち，工事用地の使用状況か

ら回避が困難な個体について，移植等により影響を代償する。 

・移植は，対象事業実施区域内の環境に類似する環境とし，可能な限り近傍へ行う。 

・菌従属栄養植物については，土壌中の共生菌の存在が不可欠であることから，出

来る限り共生菌が存在している自生地付近を移植地とする。 

・移植が困難な大木については，種を採取して持ち帰り，移植可能な大きさまで栽

培後，工事の影響が及ばず，生育に適した環境へ移植を行う。 

○最小化 

・対象事業実施区域の近傍に生育する保全すべき植物種について，作業員の工事区

域外への不要な立ち入りを制限することで，踏みつけ等による影響を最小化する。

また，目印としてマーキングを設置する。 

・工事用地のうち，鉄塔敷地以外の区域で樹木の伐採を行った区域について植樹を

行うことで，影響を最小化する。また，樹種は周辺に生育する樹木の中から代表

的な種を選定する。 

（事業計画段階） ○回避 

・複数案の工事計画について，保全すべき植物種の生育状況の観点を加えて選定し

た結果，影響が回避された。 

評価結果 ・陸上植物に係る環境保全についての配慮は適正に行われ，事業者の実行可能な範

囲で環境への影響ができる限り緩和されていると評価する。 

事後調査計画 ・対象事業の実施による陸上植物への影響は，環境保全措置を実施することにより

低減されるものであるが，一部の環境保全措置については不確実性が存在するこ

とから，事後調査を実施する。 

○移植等の環境保全措置を実施した個体の活着状況を確認するための調査 

・工事中（架線工事までの主要な工事期間） 

・年 1回（対象種の開花期） 

○工事の影響を確認するための調査 

・工事中（架線工事までの主要な工事期間） 

・年 1回（対象種の開花期） 
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6.2 陸上動物 

項 目 内 容 

環境影響要因 ・工事による影響（樹木の伐採，土地の改変，建設機械の稼働，工事用車両の走行） 

調査結果 動物相の状

況 

・7目 14科 20 種の哺乳類，13目 31科 68 種の鳥類，1目 4科 10種の爬虫類，2目

6科 11種の両生類，20目 222 科 1,141 種の昆虫類が確認された。 

保全すべき

動物 

・確認された陸上動物のうち，哺乳類 8種，鳥類 14種，爬虫類 3種，両生類 5種，

昆虫類 9種が保全すべき動物の選定基準に該当した。 

予測結果 保全すべき

動物 

・鳥類のツミは，繁殖地の位置によっては生息状況に変化が生じる可能性があると

予測される。 

・鳥類のクマタカは，影響の程度は大きいものではないが，生息状況に変化が生じ

る可能性があると予測される。 

・鳥類のハヤブサは，影響の程度は大きいものではないが，生息状況に変化が生じ

る可能性があると予測される。 

・希少両生類は，生息状況の変化の程度は極めて小さいと予測されるが，詳しい生

態が明らかとなっていない種であることから，予測結果に不確実性が存在する。 

環境保全措置 ○回避 

・クマタカの高利用域に含まれる工事箇所の伐採作業は，繁殖期前半（1～5月）を

できる限り避けて行う。 

・ハヤブサの繁殖期に妨害すべきでない範囲に含まれる工事箇所について，繁殖期

の期間（3～6月），ほぼ全面的に施工を制限する。また，悪天候や災害等により，

工事工程の調整が困難な事態が発生した場合は，出来る限り影響の小さい工種と

し，繁殖期の後半（5～6月）に，低騒音型機械を使用して作業を行う。 

○最小化 

・樹木の伐採範囲を最小化する。 

・施工方法や工程を検討し，建設機械の集中稼働を避ける。 

・運搬方法は，影響が小さい車両運搬，モノレール運搬等を設定する。 

・低騒音型機械を使用して作業を行う。 

・工事用車両が集中しないように運行時間の分散化に努める。 

・対象事業実施区域周辺で新たにツミの繁殖地が確認された場合は，追加で必要な

環境保全措置について検討する。 

・工事用地のうち，鉄塔敷地以外の区域で樹木の伐採を行った区域について植樹を

行うことで，影響を最小化する。また，樹種は周辺に生育する樹木の中から代表

的な種を選定する。 

○代償 

・工事着手前までに，工事箇所のうち沢に面した斜面を中心に希少両生類の追加調

査を行い，万が一生息が確認された場合は，個体を工事用地外の別の斜面へ移動

する。 

・移動先は，個体が確認された環境と同じ条件（沢からの距離，植生，土壌水分）

の場所とする。 

評価結果 ・陸上動物に係る環境保全についての配慮は適正に行われ，事業者の実行可能な範

囲で環境への影響ができる限り緩和されていると評価する。 

事後調査計画 ・対象事業の実施による陸上動物への影響は，環境保全措置を実施することにより

低減されるものであるが，一部の環境保全措置については不確実性が存在するこ

とから，事後調査を実施する。 

○クマタカの忌避行動の有無や利用域の変化の有無を確認するための調査 

・工事中（架線工事までの主要な工事期間） 

・年 4回（1～8月の繁殖期） 

○ハヤブサの忌避行動の有無や利用域の変化の有無を確認するための調査 

・工事中（架線工事までの主要な工事期間） 

・年 6回（2～7月の繁殖期） 

○ツミの追加検討（繁殖地が確認された場合）を行うための調査 

・上記，クマタカ，ハヤブサの調査中に合わせて実施し，繁殖を示唆する行動等が

確認された場合は，林内踏査等の必要な調査を実施。 
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6.3 水生生物 

項 目 内 容 

環境影響要因 ・工事による影響（土地の改変，基礎の掘削） 

調査結果 水生生物相

の状況 

・3目 5科 9種の魚類，3門 4綱 15目 61 科 152 種の底生動物が確認された。 

保全すべき

水生生物 

・確認された水生生物のうち，魚類 2種，底生動物 3種が保全すべき水生生物の選

定基準に該当した。 

予測結果 保全すべき

水生生物 

・保全すべき水生生物の生息状況の変化の程度は極めて小さいと予測される。 

環境保全措置 ○最小化 

・掘削土は袋に入れて保管する。 

・掘削で発生する残土は残土置場に処理する。 

・土嚢等により土砂や濁水の流出を防止する。 

評価結果 ・水生生物に係る環境保全についての配慮は適正に行われ，事業者の実行可能な範

囲で環境への影響ができる限り緩和されていると評価する。 

事後調査計画 ・対象事業の実施による水生生物への影響は，環境保全措置を実施することにより

低減され，不確実性が存在しないことから，事後調査は実施しない。 

 

6.4 生態系 

項 目 内 容 

環境影響要因 ・工事による影響（樹木の伐採，土地の改変，建設機械の稼働，工事用車両の走行） 

調査結果 環境類型区

分 

 

Ⅰ．山地の樹林 

Ⅱ．山地の草地 

Ⅲ．谷底平野の河畔林 

Ⅳ．谷底平野の河川 

【参照資料】＜環境類型区分及び割合＞及び＜環境類型区分図＞参照 

地域を特徴

づける指標

種 

・上位性の種：クマタカ，シマヘビ，カワネズミ 

・典型性の種：スギ・ヒノキ植林，ニホンジカ，ヒヨドリ，ヒガシニホントカゲ，

ネバタゴガエル，カジカ 

・特殊性の種：希少両生類 

生態系の機

能の状況 

・生産者：スギ・ヒノキ植林，伐採跡地，シラカシ・ケヤキ群落，付着藻類等 

・一次消費者：昆虫類や底生動物等 

・二次消費者：ヒメネズミ等の哺乳類，ホオジロ等の鳥類，ヒガシニホントカゲ等

の爬虫類，ネバタゴガエル等の両生類，カジカ等の魚類等 

・上位消費者：クマタカ等の猛禽類，肉食性のテンやカワネズミ等の哺乳類，シマ

ヘビ等の爬虫類 

予測結果 生態系の重

要な要素及

び機能 

・上位性のクマタカは，影響の程度は大きいものではないが，生息状況に変化が生

じる可能性があると予測される。 

・特殊性の希少両生類は，生態系へ与える影響の程度は極めて小さいと予測される

が，詳しい生態が明らかとなっていない種であることから，予測結果に不確実性

が存在する。 

環境保全措置 ○回避 

・クマタカの高利用域に含まれる工事箇所の伐採作業は，繁殖期前半（1～5月）を

できる限り避けて行う。 

○最小化 

・樹木の伐採範囲を最小化する。 

・施工方法や工程を検討し，建設機械の集中稼働を避ける。 

・運搬方法は，影響が小さい車両運搬，モノレール運搬等を設定する。 

・低騒音型機械を使用して作業を行う。 

・工事用地のうち，鉄塔敷地以外の区域で樹木の伐採を行った区域について植樹を

行うことで，影響を最小化する。また，樹種は周辺に生育する樹木の中から代表

的な種を選定する。 
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環境保全措置 ○代償 

・工事着手前までに，工事箇所のうち沢に面した斜面を中心に希少両生類の追加調

査を行い，万が一生息が確認された場合は，個体を工事用地外の別の斜面へ移動

する。 

・移動先は，個体が確認された環境と同じ条件（沢からの距離，植生，土壌水分）

の場所とする。 

評価結果 ・生態系に係る環境保全についての配慮は適正に行われ，事業者の実行可能な範囲

で環境への影響ができる限り緩和されていると評価する。 

事後調査計画 ・対象事業の実施による生態系への影響は，環境保全措置を実施することにより低

減されるものであるが，一部の環境保全措置については不確実性が存在すること

から，事後調査を実施する。 

○クマタカ（上位性）の忌避行動の有無や利用域の変化の有無を確認するための調

査 

・工事中（架線工事までの主要な工事期間） 

・年 4回（1～8月の繁殖期） 

 

6.5 景観・風景 

項 目 内 容 

環境影響要因 ・存在・供用による影響（送電線路の存在） 

調査結果 地域の風景

の特性 

・対象事業実施区域は，静岡県清水区に面した樽峠から石合川に沿って南北に位置

する。周辺には，東側に貫ヶ岳，西側に高ドッキョウ，北西側に篠井山といった

景観資源が存在しており，山間部特有の景観を形成している。 

主要な眺望

地点の状況 

・主要な眺望地点として，対象事業実施区域が視認される以下の 8地点を抽出し，

眺望景観の状況を把握した。 
 

眺望地点 
対象事業実施区域 

からの距離 

篠井山 約 5.0km 

高ドッキョウ 約 2.6km 

森のオアシス 約 0.5km 

山水徳間の里 約 1.9km 

先祖 約 1.0km 

福士川根熊山荘 約 1.5km 

福士川根熊山荘ファミリーオートキャンプ場 約 1.5km 

八幡神社 約 1.4km 
  

予測結果 地域の風景

及び主要な

眺望地点か

らの眺望景

観 

・主要な眺望地点 6地点（篠井山，高ドッキョウ，森のオアシス，先祖，福士川根

熊山荘，八幡神社）は，眺望景観は変化するがその影響はわずかであると予測さ

れる。 

・主要な眺望地点 2地点（山水徳間の里，福士川根熊山荘ファミリーオートキャン

プ場）は，眺望景観は変化するが，現況を大きく阻害するものではないため，そ

の影響は極めて小さいと予測される。 

【参照資料】＜眺望景観の変化の程度＞参照 

環境保全措置 ○最小化 

・鉄塔工事用地、運搬工事用地について、伐採面積を必要最小限とする。 

・伐採範囲については、地権者と協議を行い，可能な限り植樹する。 

・仮設ステージ設置により改変面積を最小化する。 

・建設機械の設置に伴う造成は必要最小限とし、改変面積を最小化する。 

・工事用道路の設置を必要最小限とし、改変面積を最小化する。 

・造成箇所の発生土を再利用し、現況地盤の復旧を実施する。 

・明度 7程度の亜鉛メッキまたは塗装を採用する（№38鉄塔）。 

評価結果 ・景観・風景に係る環境保全についての配慮は適正に行われ，事業者の実行可能な

範囲で環境への影響ができる限り緩和されていると評価する。 

事後調査計画 ・対象事業の実施による景観・風景への影響は，環境保全措置を実施することによ

り低減され，不確実性が存在しないことから，事後調査は実施しない。 
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【参照資料】 
＜植生区分及び割合＞ 
 

図色 
植生 

タイプ 
群落，土地利用等 割合 

 自然 

植生 

シラカシ・ケヤキ群落 13.9% 

 ミズキ・イロハモミジ群落 2.7% 

 代償 

植生 

低木群落 0.4% 

 伐採跡地群落 1.2% 

 植林・ 

耕作地 

スギ・ヒノキ植林 76.9% 

 その他植林 0.5% 

 竹林 0.4% 

 荒地雑草群落 0.2% 

 その他 自然裸地 0.5% 

 造成地・市街地・道路 2.9% 

 開放水面 0.5% 
注）割合の数値は小数点以下 1桁までとして端数処理しているた

め，合計は 100％になっていない。 

 
＜環境類型区分及び割合＞ 
 
図色 環境類型区分 割合 

 Ⅰ．山地の樹林 90.9% 

 Ⅱ．山地の草地 1.2% 

 Ⅲ．谷底平野の河畔林 3.9% 

 Ⅳ．谷底平野の河川 1.1% 

 －．人工地 2.9% 
 

＜現存植生図＞ 

 
 
＜環境類型区分図＞ 

 

 
＜眺望景観の変化の程度＞  ：新設鉄塔 

 

 
森のオアシスからの眺望景観 

 
八幡神社からの眺望景観 

 
7. 環境影響評価を行った事業者の氏名及び住所 

名 称：ユーロフィン日本環境株式会社 

代表者：代表取締役社長 木村 克年 

住 所：神奈川県横浜市金沢区幸浦 2丁目 1番 13号 

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 580 

本書を複製する場合には，国土地理院の長の承認を得

なければならない 
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